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受 注 者 の 皆 様 へ

「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要

領」別表第１における「安全管理措置の不適切により生じ

た公衆損害事故」等に対する指名停止措置について（改定）

「安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故」及び「安全管理措置の不

適切により生じた工事関係者事故」に対する指名停止措置については、下記のとお

り改定しましたのでご留意下さい。

※指名停止措置の原因となる事実又は行為が適用日以前に発生したものについては、なお

従前の例による。

（安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故）

５ 県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若し

くは負傷者を生じさせ、又は損害（軽微なものを除く。）を与えたと認められるとき。

当該工事の現場代理人等が刑 労働安全衛生法、道路交通 発注者が設計図書等により

区 分 法、労働安全衛生法等の違反 法、河川法、道路法等の関 示した事故防止の措置を請

の容疑により逮捕され、又は 係法令に違反する事実があ 負人が適切に措置いていな

公訴提起が行われた場合 った場合 い場合

死亡（複数） ６か月 ５か月 ５か月

死亡（１人） ５か月 ４か月 ４か月

負傷（重傷） ４か月 ３か月 ３か月

負傷（軽傷） ３か月 ２か月 ２か月

損 害 ２か月 １か月 １か月

※重傷とは、全治１か月（３０日）以上の加療を要する場合とする。（以下同じ。）

※軽傷とは、休業４日以上（もしくはそれに相当する負傷）全治１か月（３０日）未満の加

療を要する場合とする。（以下同じ。）

※現場代理人等には、以下に揚げる者を含む。（以下同じ。）

・統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者（下請人が置いた者を含む。

施工体系図により確認。）

※「施工に当たり」とは、単に工事の現場における事故のみに時間と場所を限定するものではなく、

資機材、残土等の運搬中、あるいは土捨場、資材置場等における事故を含めたものとする。（以下

同じ。）
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６ 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しく

は負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められ

るとき。

区 分 原則として当該工事の現場代理人等が逮捕又は公訴提起が行われた場合

死亡（複数） ３か月

死亡（１人） ２か月

負傷（重傷） ２か月

負傷（軽傷） １か月

損 害 １か月

※「一般工事」とは、県内における工事で前号に掲げるもの以外のものとする（以下同じ。）。

（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故）

７ 県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡

者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該工事の現場代理人等が刑 労働安全衛生法、道路交通 発注者が設計図書等により

区 分 法、労働安全衛生法等の違反 法、河川法、道路法等の関 示した事故防止の措置を請

の容疑により逮捕され、又は 係法令に違反する事実があ 負人が適切に措置していな

公訴提起が行われた場合 った場合 い場合

死亡（複数） ４か月 ３か月 ３か月

死亡（１人） ３か月 ２か月 ２か月

負傷（重傷） ２か月 １か月 １か月

負傷（軽傷） １か月 ２週間 ２週間

※重傷、軽傷等については「５（安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故）」のとおり。

８ 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者

又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

区 分 原則として当該工事の現場代理人等が逮捕又は公訴提起が行われた場合

死亡（複数） ２か月

死亡（１人） １か月

負 傷 ２週間


